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【道路事業】令和７年度からの変更点

①原単位の更新

②一体評価の区間設定

③費用便益分析の対象とする費用
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①原単位の更新

○ 費用便益分析に用いる原単位は、これまで交通センサスの改訂に合わせて更新してきたが、物価上昇等の変化
を合わせて、適切に更新していくこととする。
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※事業評価部会資料から時間価値、走行経費原単位を最新値に更新

原単位の訂正を反映



②一体評価の区間設定

現在 改定案

⚫ 道路ネットワークとしての機能を踏まえ、
高規格道路、大規模バイパス等の起終
点間を基本として設定する。

⚫ 但し、評価対象の特性に応じて、効果把
握に要するコスト等を踏まえた区間とす
ることができる。

⚫ 区間設定にあたっては、第三者委員会
等において意見を聴取するものとする。

⚫ 道路ネットワークとしての機能を踏まえ、
高規格道路、大規模バイパス等の起終
点間を基本として設定する。

⚫ 但し、以下の場合に限り、評価対象の特
性に応じた区間とすることができる。

➢起終点間で設定した場合に、ネット
ワークの連続性が確保できなくなる場
合

➢起終点間のうち、JCTなど他の結節点
を境界として、交通特性が異なる場合

※効果把握に要するコストにも留意

⚫ 区間設定にあたっては、第三者委員会
等において意見を聴取するものとする。

○ 一体評価の区間設定については、高規格道路、大規模バイパス等の起終点間を基本としているところ。
○ 起終点によらない区間設定を行う場合の考え方について、より明確に示していく。
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（参考）起終点によらない区間設定をする事例

路線の起終点間で設定した場合に、ネットワークの連続性が確保できなくなる場合

高知
ＪＣＴ

安芸西
IC

徳島
JCT

至 高松

至 松山 至 高松

四国横断自動車道高知東部自動車道

【一体評価区間】

【事業化区間】

一体評価区間

阿南
IC

高知東部自動車道

阿南安芸自動車道

四国横断自動車道

事業化区間

阿南安芸自動車道
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起終点間のうち、JCTなど他の結節点を境界として、交通特性が異なる場合

（参考）起終点によらない区間設定をする事例

路線終点

路線起点

小月ＪＣＴ
（仮称）

鳥取IC

山陰自動車道

【一体評価区間】

米
子J

C
T

至 岡山

浜
田J

C
T

至 広島

宍
道J

C
T

至 尾道

一体評価区間

【事業化区間】

事業化区間

山陰自動車道
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③費用便益分析の対象とする費用

○ 電線共同溝事業（無電柱化推進のために改築事業と併せて施工されるもの）の工事費が含まれる場合は、
これを費用便益分析に用いる費用から除外する。

区分 費目 工種 単位 数量 金額 (百万円)

①工事費

改良費
土工 ｍ3

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ｍ2

擁壁工 式

函渠工 ｍ

橋梁費
100m以上 ｍ

100m未満 ｍ

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費

車道舗装 ｍ2

歩道舗装 ｍ2

付帯施設費

交通管理施設工 式

遮音壁 ｍ

電線共同溝 ｍ

②用地及補償費

用地費 ｍ2

宅地 ｍ2

田畑 ｍ2

山林・原野 ｍ2

補償費 式

③間接経費 式

■事業費内訳

改築事業と併せて実施する電線共同溝は、
ネットワークを繋ぐという本来の目的や効果に
直接的に寄与しないため、B/C分析の対象外とする。
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参考様式１
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